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○
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）
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山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）
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…

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
人
事
課
）

五
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
県
民
生
活
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）
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○
訓
令

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
給
与
厚
生
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
学
事
文
書
課
）
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○
教
委
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七
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…
…
…
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…
…
…
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…
…
…
…
…

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
八
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
三
目

保
健
所
（
第
五
十
一
条
の
二－

第
五
十
一
条
の
八
）

第
四
目

削
除

」
を

「
第
三
目

保
健
所
（
第
五
十
一
条
の
二－

第
五
十
一
条
の
五
）

第
四
目

福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
五
十
二
条－

第
五
十
六
条
）
」
に
、

「
第
五
十
九
条
の
二
十
三
・
第
五
十
九
条
の
二
十
四
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
十
三－

第
五
十
九
条
の

二
十
五
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
二
十
五－

第
五
十
九
条
の
二
十
七
」
を
「
第
五
十
九
条
の
二
十
六－

第
五
十
九
条
の
二
十
八
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
二
十
八－

第
五
十
九
条
の
三
十
」
を
「
第
五
十
九
条

の
二
十
九－

第
五
十
九
条
の
三
十
一
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
三
十
一－

第
五
十
九
条
の
三
十
三
」
を

「
第
五
十
九
条
の
三
十
二－

第
五
十
九
条
の
三
十
四
」
に
、
「
第
七
目

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
管

理
事
務
所
（
第
二
百
七
十
条－

第
二
百
七
十
三
条
）
」
を
「
第
七
目

削
除
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
税
務
課
の
項
中
「
収
納
管
理
班

課
税
班

シ
ス
テ
ム
管
理
班
」

を
「
収
納
・
シ
ス
テ
ム
管
理
班

課
税
班
」
に
改
め
、
同
表
総
合
企
画
部
の
部
山
口
ゆ
め
花
博
推
進
室

の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
こ
ど
も
・
子
育
て
応
援
局
の
項
中
「
少
子
化
対
策
推
進
班
」
を

「
少
子
化
対
策
推
進
班

次
世
代
育
成
支
援
班
」
に
改
め
、
同
表
商
工
労
働
部
の
部
新
産
業
振
興
課
の

項
中
「
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
推
進
班
」
を
「
次
世
代
産
業
推
進
班
」
に
改
め
、
同
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化

部
の
部
観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
の
項
中
「
観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
」
を
「
観
光
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
推
進
室
」
に
改
め
、
同
部
国
際
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国

際

課

調
整
班

交
流
推
進
班

第
九
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
消
防
保
安
課
の
項
第
三
号
中
「
取
締
り
」
を
「
保
安
の
確
保
」
に

改
め
、
同
表
総
合
企
画
部
の
部
山
口
ゆ
め
花
博
推
進
室
の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
厚
政
課

の
項
第
十
号
中
「
保
健
所
」
の
下
に
「
、
福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
部
こ
ど
も
政

策
課
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

全
国
知
事
会
次
世
代
育
成
支
援
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
の
部
国
際
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三

号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の
部
森
林
企
画
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号

か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

森
林
経
営
管
理
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

五

森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
土
木
建
築
部
の
部
都
市
計
画
課
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と

一
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し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
五
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
第
五
款
第
四
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
目

福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
設
置
）

第
五
十
二
条

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
及
び
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所

並
び
に
山
口
県
中
央
児
童
相
談
所
を
統
括
し
、
調
整
す
る
と
と
も
に
、
精
神
保
健
並
び
に
精
神
障
害

者
、
知
的
障
害
者
、
身
体
障
害
者
及
び
児
童
に
係
る
福
祉
行
政
の
連
携
の
確
保
を
図
る
た
め
、
福
祉

総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

（
名
称
及
び
位
置
）

第
五
十
三
条

福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

山
口
県
福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

山

口

市

（
分
課
）

第
五
十
四
条

福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
総
務
課
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
を
置

き
、
こ
れ
ら
の
部
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

部

課

児
童
相
談
部

相
談
調
査
課

判
定
課

保
護
課

身
体
障
害
者
相
談
部

相
談
判
定
課

精
神
保
健
福
祉
部

相
談
指
導
課

（
分
掌
事
務
）

第
五
十
五
条

課
（
部
に
置
か
れ
た
課
を
除
く
。
）
及
び
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

課
・
部

分

掌

事

務

総

務

課

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

税
外
諸
収
入
金
に
関
す
る
こ
と
。

児
童
相
談
部

児
童
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

身
体
障
害
者

相
談
部

身
体
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

精
神
保
健
福

祉
部

精
神
保
健
の
向
上
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
六
条

削
除

第
五
十
九
条
の
十
四
の
表
中
「
防
府
市
」
を
「
山
口
市
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
の
十
六
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
十
九
条
の
二
十
二
第
四
号
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
十
一
条
の
七
第
二

項
」
を
加
え
、
「
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否
決
定
を
行
う
に
当
た
り
」
を
「
に
」
に
改

め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
十
一
条
の
十
一
」
を
加
え
、
同
条

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

療
育
手
帳
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
九
条
の
二
十
六
を
削
り
、
第
五
十
九
条
の
二
十
五
を
第
五
十
九
条
の
二
十
六
と
し
、
第
五
十

九
条
の
二
十
四
の
見
出
し
を
「
（
分
掌
事
務
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
業

務
」
を
「
相
談
判
定
課
の
分
掌
事
務
」
に
、
「
で
あ
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
一
条
の
十
一
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、

同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
を

同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
章
第
一
節
第
五
款
第
十
四
目
中
第
五
十
九
条
の
二
十
四
を
第
五
十
九
条
の
二
十
五
と
し
、
第
五

十
九
条
の
二
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
分
課
）

第
五
十
九
条
の
二
十
四

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
に
相
談
判
定
課
を
置
く
。

第
五
十
九
条
の
二
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
業
務
）

第
五
十
九
条
の
二
十
七

山
口
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
次
条
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
業
務
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

身
体
障
害
者
に
対
し
、
機
能
訓
練
、
教
養
の
向
上
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
便
宜
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
業
務
に
関

す
る
こ
と
。

二

平成31年３月29日 金曜日 山 口 県 報 （号 外−６）



第
三
章
第
一
節
第
五
款
第
十
七
目
中
第
五
十
九
条
の
三
十
三
を
第
五
十
九
条
の
三
十
四
と
し
、
第
五

十
九
条
の
三
十
二
を
第
五
十
九
条
の
三
十
三
と
し
、
第
五
十
九
条
の
三
十
一
を
第
五
十
九
条
の
三
十
二

と
し
、
同
款
第
十
六
目
中
第
五
十
九
条
の
三
十
を
第
五
十
九
条
の
三
十
一
と
し
、
第
五
十
九
条
の
二
十

九
を
第
五
十
九
条
の
三
十
と
し
、
第
五
十
九
条
の
二
十
八
を
第
五
十
九
条
の
二
十
九
と
し
、
同
款
第
十

五
目
中
第
五
十
九
条
の
二
十
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
五
十
九
条
の
二
十
八

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

事
務
は
、
指
定
管
理
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る
こ
と
。

三

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
開
館

時
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
。

四

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
利
用
を
拒
む
こ
と
。

五

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
一
条
の
表
山
口
県
中
央
児
童
相
談
所
の
項
中
「
総
務
課
」
を
削
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
総
務
課
の
項
を
削
る
。

第
百
七
十
八
条
の
表
森
林
部
の
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
二
十
二
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

森
林
経
営
管
理
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
八
十
一
条
の
表
森
林
部
の
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
二
十
一
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

森
林
経
営
管
理
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
四
十
九
条
の
表
岩
国
土
木
建
築
事
務
所
の
項
中

「

」
を

工
務
第
二
課

工
務
第
一
班

工
務
第
二
班

「

」
に
改
め
、
同
表
周
南
土
木
建
築
事
務

工
務
第
二
課

工
務
第
一
班

工
務
第
二
班

工
務
第
三
班

所
の
項
中
「

」
を

工
務
第
一
班

工
務
第
二
班

「

」
に
改
め
、
同
表
宇
部
土
木
建
築
事
務
所
の
項
中
「
工

工
務
第
一
班

工
務
第
二
班

工
務
第
三
班

務
第
三
班
」
を
削
る
。

第
三
章
第
一
節
第
九
款
第
七
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
目

削
除

第
二
百
七
十
条
か
ら
第
二
百
七
十
三
条
ま
で

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
の
表
総
務
部

の
部
消
防
保
安
課
の
項
並
び
に
第
五
十
九
条
の
二
十
二
第
四
号
及
び
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
九
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
三
条
の
四
」
を
「
第
三
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
六
号
中
ヨ
を
削
り
、
カ
を
ヨ
と
し
、
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
を
ル
か
ら
カ
ま
で
と
し
、
同
号
リ
中

「
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除
く
。
チ
及
び
ヲ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、

同
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

条
例
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
を

除
く
。
ヌ
及
び
ヲ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤

務
を
命
ず
る
こ
と
。

第
七
条
第
六
号
タ
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
レ
中
「
第
六
条
第

二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
中
ル
を
削
り
、
ヌ
を
ル
と
し
、
ト
か
ら
リ
ま
で
を
チ
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、
同
号

ヘ
中
「
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除
く
。
ホ
及
び
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
同
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

条
例
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除

く
。
ト
及
び
リ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務

を
命
ず
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
第
一
号
ヲ
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中
「
第
六

条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

三
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第
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
ロ
中
「
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
」
の
下
に
「
、
事
務
所
そ
の
他
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
第
百
十
五
条
の
六
第
一
項
」

を
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
」
の
下
に
「
、
事
務
所
そ

の
他
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
場
所
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
中
⛌
を
⛙
と
し
、
⛅
か
ら
⛋
ま
で
を
⛒
か
ら
⛘
ま
で
と
し
、
同
号
⛄
中

「
⒇
」
を
「
⚭
」
に
改
め
、
同
号
中
⛄
を
⛑
と
し
、
⛑
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⛌

施
行
規
則
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
の
申
請
を
受
け
る
こ
と
。

⛍

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
の
施
行
管
理
方

針
の
確
認
を
受
け
た
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
人
為
等
に
由
来
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
又
は
土
地
の
形
質
の
変
更
の
施
行
中
に
基
準
不
適
合
土
壌
、
特
定
有

害
物
質
若
し
く
は
特
定
有
害
物
質
を
含
む
液
体
の
飛
散
等
、
地
下
へ
の
浸
透
若
し
く
は
地
下
水

汚
染
の
拡
大
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

⛎

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
の
⛌
の
確
認
を

受
け
た
施
行
管
理
方
針
の
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

⛏

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
の
施
行
管
理
方

針
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

⛐

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
⛌
の
確
認
を
取
り
消
す
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
⛃
中
「
⚾
」
を
「
⛆
」
に
改
め
、
同
号
⛃
を
同
号
⛋
と
し
、
同
号
⛂
中

「
⚽
」
を
「
⛅
」
に
改
め
、
同
号
⛂
を
同
号
⛊
と
し
、
同
号
⛁
中
「
⚼
」
を
「
⛄
」
に
改
め
、
同
号
⛁

を
同
号
⛉
と
し
、
同
号
⛀
中
「
⚼
」
を
「
⛄
」
に
改
め
、
同
号
⛀
を
同
号
⛈
と
し
、
同
号
⚿
中
「
⚼
」

を
「
⛄
」
に
改
め
、
同
号
中
⚿
を
⛇
と
し
、
⚹
か
ら
⚾
ま
で
を
⛁
か
ら
⛆
ま
で
と
し
、
同
号
⚸
中

「
⑼
、
⑽
、
⒀
又
は
⒄
」
を
「
⑻
、
⑾
、
⑿
、
⒂
、
⒄
、
⒆
又
は
⚪
」
に
改
め
、
同
号
中
⚸
を
⛀
と

し
、
⚪
か
ら
⚷
ま
で
を
⚲
か
ら
⚿
ま
で
と
し
、
同
号
⚩
中
「
⚦
又
は
⚧
」
を
「
⚮
又
は
⚯
」
に
改
め
、

同
号
中
⚩
を
⚱
と
し
、
⚨
を
⚰
と
し
、
同
号
⚧
中
「
⚦
」
を
「
⚮
」
に
改
め
、
同
号
中
⚧
を
⚯
と
し
、

⚦
を
⚮
と
し
、
⒇
を
⚭
と
し
、
同
号
⒆
中
「
⒅
」
を
「
⚫
」
に
改
め
、
同
号
中
⒆
を
⚬
と
し
、
⒅
を
⚫

と
し
、
同
号
⒄
中
「
第
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項
」
に
、
「
⒁
」
を
「
⚦
」
に
改
め
、

同
号
中
⒄
を
⚪
と
し
、
⚪
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚩

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
第
一
号
の
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
た
者

か
ら
の
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
の
種
類
、
場
所
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届
出
を

受
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
中
⒃
を
⚨
と
し
、
⒂
を
⚧
と
し
、
⒁
を
⚦
と
し
、
⚦
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒃

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
を
し
た
者
か
ら
の
変
更
後
の
汚

染
除
去
等
計
画
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

⒄

法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の

変
更
を
命
ず
る
こ
と
。

⒅

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
し
、
汚
染
除

去
等
計
画
の
提
出
を
し
た
者
に
対
し
、
短
縮
後
の
期
間
を
通
知
す
る
こ
と
。

⒆

法
第
七
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該

汚
染
除
去
等
計
画
に
従
つ
て
実
施
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

⒇

法
第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
除
去
等
計
画
の
提
出
を
し
た
者
か
ら
の
当
該
汚
染
除

去
等
計
画
に
記
載
さ
れ
た
実
施
措
置
を
講
じ
た
旨
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
六
号
⒀
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「
⑾
又
は
⑿
」

を
「
⒀
又
は
⒁
」
に
、
「
指
示
措
置
等
を
講
ず
べ
き
こ
と
」
を
「
汚
染
除
去
等
計
画
を
提
出
す
べ
き
こ

と
」
に
改
め
、
同
号
⒀
を
同
号
⒂
と
し
、
同
号
⑿
中
「
対
し
、
」
の
下
に
「
講
ず
べ
き
」
を
加
え
、

「
を
講
ず
べ
き
こ
と
」
を
「
及
び
そ
の
理
由
、
当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
期
限
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め

る
事
項
を
示
し
て
、
汚
染
除
去
等
計
画
を
提
出
す
べ
き
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
⑿
を
同
号
⒁
と
し
、
同

号
⑾
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
講
ず
べ
き
」
を
加
え
、
「
を
講
ず
べ
き
こ
と
」
を
「
及
び
そ
の
理
由
、

当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
期
限
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
示
し
て
、
汚
染
除
去
等
計
画
を
提
出

す
べ
き
こ
と
」
に
改
め
、
同
号
中
⑾
を
⒀
と
し
、
⑽
を
⑿
と
し
、
同
号
⑼
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を

「
第
四
条
第
三
項
本
文
」
に
改
め
、
同
号
⑼
を
同
号
⑾
と
し
、
同
号
⑻
中
「
⑺
」
を
「
⑼
」
に
改
め
、

同
号
⑻
を
同
号
⑽
と
し
、
同
号
⑺
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
号

中
⑺
を
⑼
と
し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺

法
第
三
条
第
七
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
⑵
の
確
認
に
係
る
土
地
の
所
有
者
等
か
ら
の
当
該
土

地
の
形
質
の
変
更
の
場
所
及
び
着
手
予
定
日
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
の
届
出
を
受
け

る
こ
と
。

⑻

法
第
三
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
の
所
有
者
等
に
対
し
、
汚
染
の
状
況
に
つ
い
て

指
定
調
査
機
関
に
調
査
さ
せ
て
そ
の
結
果
を
報
告
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
。

第
三
十
三
条
第
二
号
イ
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
十
一
条
の
十
一
」
を
加
え

る
。第

三
十
三
条
の
二
第
二
号
イ
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
一
条
の
十
一
及
び
第

七
十
四
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
三
を
削
り
、
第
三
十
三
条
の
四
を
第
三
十
三
条
の
三
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
号
中
ル
を
削
り
、
ヌ
を
ル
と
し
、
ト
か
ら
リ
ま
で
を
チ
か
ら
ヌ
ま
で
と
し
、

同
号
ヘ
中
「
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除
く
。
ホ
及
び
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

条
例
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
を
除

四

山 口 県 報平成31年３月29日 金曜日 （号 外−６）



く
。
ト
及
び
リ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務

を
命
ず
る
こ
と
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
号
ヲ
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中

「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
土
木
建
築
部
監
理
課
長
と
共
管
）
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
⛕
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」

に
改
め
、
同
号
⛕
を
同
号
⛗
と
し
、
同
号
⛔
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第

十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
⛔
を
同
号
⛖
と
し
、
同
号
⛓
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九

条
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
⛓
を
同
号
⛕
と
し
、
同
号
⛒
中
「
第
七
条

た
だ
し
書
」
を
「
第
八
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
は
り
付
け
」
を

「
貼
付
け
」
に
改
め
、
同
号
⛒
を
同
号
⛔
と
し
、
同
号
⛑
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三

項
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
⛑
を
同
号
⛓
と
し
、
同
号
⛐
中
「
第
六
条

第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
⛐
を
同
号
⛒

と
し
、
同
号
⛏
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
⛏
を
同
号
⛑
と
し
、
同
号
⛎
中

「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
中
⛎
を
⛐
と
し
、
⚺
か
ら
⛍
ま
で
を
⚼
か
ら
⛏
ま
で

と
し
、
⚼
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚻

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
（
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を
受
け
た

者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
所
属
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行

為
若
し
く
は
工
事
に
係
る
場
所
若
し
く
は
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業

場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若
し
く
は
工
作
物
、
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

第
五
十
四
条
第
三
項
第
一
号
中
⚹
を
⚺
と
し
、
⚰
か
ら
⚸
ま
で
を
⚱
か
ら
⚹
ま
で
と
し
、
同
号
⚯
中

「
第
四
十
八
条
の
十
八
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⚯
を
同
号
⚰

と
し
、
同
号
⚮
中
「
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同

号
中
⚮
を
⚯
と
し
、
⑻
か
ら
⚭
ま
で
を
⑼
か
ら
⚮
ま
で
と
し
、
⑺
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑻

法
第
三
十
九
条
の
九
（
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
占
有
物
件
の
維
持
管
理
を
し
て
い
な

い
道
路
占
有
者
に
対
し
、
そ
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
号

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
19
の
項
を
削
り
、
18
の
項
を
19
の
項
と
し
、
17
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18
山
口
県
身
体
障
害
者
更
生
相

談
所
に
勤
務
す
る
職
員

作
業
服
(上
)

３
年

別
表
第
一
の
21
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

21
削

除

別
表
第
一
の
26
の
項
中
「溶

接
科
短
期
コ
ー
ス
、

」
を
削
り
、
「も

の
づ
く
り
技
術
科

」
を
「機

械
加
工
科

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
山
口
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
る
被
服
等
は
、
改
正
後
の
山
口
県
職
員
被

服
等
貸
与
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
貸
与
さ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
被
服
等

の
貸
与
期
間
を
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
被
服
等
の

貸
与
期
間
に
通
算
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

四
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山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
山
口
県
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
閲
覧
等
の
場
所
）

第
八
条

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
閲
覧
又
は
謄
写
の
場
所
は
、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生

活
課
及
び
や
ま
ぐ
ち
県
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
含
む
」
を
「
含
み
、
法
第
三
章
（
第
五
十
二
条
第
三
項
を
除
く
。
）
又
は
第
十
六

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
を
除
く
」
に
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
正
副
三
通
」
を
「
正
副
二
通
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
正
副
四
通
」
を
「
正
副
三
通
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書

を
削
り
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

九

法
第
四
十
四
条
第
二
項
（
法
第
五
十
一
条
第
五
項
、
法
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
三

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

十

法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
提
出
す
る
書
類
（
所
轄
外
法
人
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）

十
一

法
第
五
十
五
条
第
二
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
提
出
す
る
書
類
（
所
轄
外
法
人
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
二
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

別
表
第
一
山
口
県
中
央
児
童
相
談
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

山
口
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
山
口
県
知
的
障

害
者
更
生
相
談
所
、
山
口
県
身
体
障
害
者
更
生
相
談

所
及
び
山
口
県
中
央
児
童
相
談
所

別
表
第
一
山
口
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
山
口
県
立
下
関
工
科
高
等
学
校
の
項
を
削

る
。別

表
第
三
山
口
県
中
央
児
童
相
談
所
の
出
納
員
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の

出
納
員

山
口
県
福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

別
表
第
三
山
口
県
立
山
口
高
等
学
校
の
出
納
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
山
口
農
業
高
等
学
校
の
出
納
員

山
口
県
立
山
口
農
業
高
等
学
校

別
表
第
四
の
一
の
項
中
「
十
六
の
項
」
を
「
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
表
中
九
の
項
を
削
り
、
十
の

項
を
九
の
項
と
し
、
十
一
の
項
を
削
り
、
十
二
の
項
を
十
の
項
と
し
、
十
三
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で

を
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
職
員
健
康
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

六
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第
九
条
第
一
項
中
「
、
政
策
企
画
課
」
及
び
「
（
山
口
ゆ
め
花
博
推
進
室
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、

「
観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
」
を
「
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

山
口
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
訓
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
中

「

」
を

一
八

学
事
文
書
課
長

二
個

東
京
事
務
所
長

大
阪
事
務
所
長

山
口
農
林
水
産
事
務
所
長

美
祢
農
林
水
産
事
務
所
長

長
門
農
林
水
産
事
務
所
長

ῪΎῬ
各
一
個

下
関
農
林
事
務
所
長

下
関
水
産
振
興
局
長

土
木
事
務
所
長

錦
川
総
合
開
発
事
務
所
長

「

」
に
、

一
九

学
事
文
書
課
長

二
個

東
京
事
務
所
長

福
祉
総
合
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
所
長

大
阪
事
務
所
長

山
口
農
林
水
産
事
務
所
長

美
祢
農
林
水
産
事
務
所
長

ῪΎῬ
各
一
個

長
門
農
林
水
産
事
務
所
長

下
関
農
林
事
務
所
長

下
関
水
産
振
興
局
長

土
木
事
務
所
長

錦
川
総
合
開
発
事
務
所
長

「

」
を

六
岩
国
基
地
対
策
室
長

一
個

山
口
ゆ
め
花
博
推
進

室
長

一
個

人
権
対
策
室
長

一
個

観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

推
進
室
長

一
個

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進

室
長

一
個

県
史
編
さ
ん
室
長

一
個

「

」
に
改
め
る
。

五
岩
国
基
地
対
策
室
長

一
個

人
権
対
策
室
長

一
個

観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
推
進
室
長

一
個

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進

室
長

一
個

県
史
編
さ
ん
室
長

一
個

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
項
中
「
附
則
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
項
中
「
附
則
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第

三

欄

第
四
欄

受
け
よ

う
と
す

る
免
許

状
の
種

類

在
職
年

数

領
域
に
関

す
る
専
門

的
事
項
に

関
す
る
科

目

教
科
に
関

す
る
専
門

的
事
項
に

関
す
る
科

目

保
育
内
容

の
指
導
法

に
関
す
る

科
目
又
は

教
諭
の
教

育
の
基
礎

的
理
解
に

関
す
る
科

目
等

各
教
科
の

指
導
法
に

関
す
る
科

目
又
は
教

諭
の
教
育

の
基
礎
的

理
解
に
関

す
る
科
目

等

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目

最
低
修

得
単
位

数

六

四

一
八

五

四
〇

七

三

一
六

五

三
五

六
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幼
稚
園
教
諭

一
種
免
許
状

八

三

一
三

四

三
〇

九

二

一
一

三

二
五

一
〇

二

九

三

二
〇

一
一

一

七

二

一
五

二
種
免
許
状

七

四

二
七

四
〇

八

四

二
三

三
五

九

三

二
〇

三
〇

一
〇

三

一
七

二
五

一
一

二

一
三

二
〇

一
二

二

一
〇

一
五

小
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

六

四

一
九

四

四
〇

七

三

一
六

四

三
五

八

三

一
四

三

三
〇

九

二

一
二

三

二
五

一
〇

二

九

二

二
〇

一
一

一

七

二

一
五

二
種
免
許
状

七

四

二
六

二

四
〇

八

三

二
三

二

三
五

九

三

一
九

一

三
〇

一
〇

二

一
六

一

二
五

一
一

二

一
三

一

二
〇

一
二

一

一
〇

一

一
五

中
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

六

九

一
四

四

四
〇

七

八

一
二

三

三
五

八

七

一
一

三

三
〇

九

六

九

二

二
五

一
〇

四

七

二

二
〇

一
一

三

五

二

一
五

七

九

一
九

四

四
〇

八

八

一
六

三

三
五

二
種
免
許
状

九

七

一
四

三

三
〇

一
〇

六

一
二

二

二
五

一
一

四

一
〇

二

二
〇

一
二

三

七

二

一
五

高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状

六

九

一
一

七

四
〇

七

八

九

六

三
五

八

七

八

五

三
〇

九

六

七

四

二
五

一
〇

四

五

四

二
〇

一
一

三

四

三

一
五

別
表
第
一
の
備
考
二
中
「
教
科
に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
」
を
「
第
三
欄
に
掲
げ
る

科
目
」
に
、
「
第
六
条
の
二
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第

三

欄

第
四
欄

受
け
よ

う
と
す

る
免
許

状
の
種

類

在
職
年

数

領
域
に
関

す
る
専
門

的
事
項
に

関
す
る
科

目

教
科
に
関

す
る
専
門

的
事
項
に

関
す
る
科

目

保
育
内
容

の
指
導
法

に
関
す
る

科
目
又
は

教
諭
の
教

育
の
基
礎

的
理
解
に

関
す
る
科

目
等

各
教
科
の

指
導
法
に

関
す
る
科

目
又
は
教

諭
の
教
育

の
基
礎
的

理
解
に
関

す
る
科
目

等

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目

最
低
修

得
単
位

数

幼
稚
園
教
諭

一
種
免
許
状

六

二

一
〇

五

二
〇

七

一

七

四

一
五

小
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

六

二

一
〇

四

二
〇

七

一

八

三

一
五

中
学
校
教
諭

一
種
免
許
状

六

五

八

三

二
〇

七

四

六

二

一
五

高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状

六

四

六

六

二
〇

七

三

四

五

一
五

別
表
第
三
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第

四

欄

第
五
欄

八
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受
け
よ

う
と
す

る
免
許

状
の
種

類

有
す
る

こ
と
を

必
要
と

す
る
学

校
の
免

許
状

在
職
年

数

教
科
に

関
す
る

専
門
的

事
項
に

関
す
る

科
目

各
教
科

の
指
導

法
に
関

す
る
科

目

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の

指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談

等
に
関
す
る
科
目

大
学
が

独
自
に

設
定
す

る
科
目

最
低
修

得
単
位

数

道
徳
の

理
論
及

び
指
導

法

生
徒
指

導
の
理

論
及
び

方
法

教
育
相

談
（
カ

ウ
ン
セ

リ
ン
グ

に
関
す

る
基
礎

的
な
知

識
を
含

む
。
）

の
理
論

及
び
方

法

進
路
指

導
及
び

キ
ャ
リ

ア
教
育

の
理
論

及
び
方

法

小
学
校

教
諭
二

種
免
許

状

幼
稚
園

教
諭
普

通
免
許

状

一

七

一

二

一
〇

中
学
校

教
諭
普

通
免
許

状

一

七

二

九

中
学
校

教
諭
二

種
免
許

状

小
学
校

教
諭
普

通
免
許

状

一

七

二

二

一
一

二

五

一

二

八

高
等
学

校
教
諭

普
通
免

許
状

一

一

一

一

三

六

高
等
学

校
教
諭

一
種
免

許
状

中
学
校

教
諭
普

通
免
許

状
（
二

種
免
許

状
を
除

く
。)

一

一

二

六

九

別
表
第
三
の
備
考
二
中
「
教
科
に
関
す
る
科
目
、
教
職
に
関
す
る
科
目
及
び
教
科
又
は
教
職
に
関
す

る
科
目
」
を
「
第
四
欄
に
掲
げ
る
科
目
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
山
口
農
業
高
等
学
校
の
項
中
「西

市
分
校
は
、
平
成
31年
度
か
ら
生
徒
募

集
を
行
う
。

」
を
削
り
、
同
表
山
口
県
立
宇
部
高
等
学
校
の
項
中
「普

通
科

3

160

理
数
科

3

－

」
を

「普
通
科

3

160」
に
改
め
、
「全

日
制
課
程
理
数
科
は
、
平
成
29年

度
か
ら
生
徒
募
集
を
停

止
す
る
。

」
を
削
り
、
同
表
山
口
県
立
下
関
西
高
等
学
校
の
項
中
「普

通
科

3

160

理
数
科

3

－

」
を

「普
通
科

3

160」
に
、
「全

日
制
課
程
理
数
科
は
平
成
29年

度
か
ら
、
定
時
制
課
程
普
通
科

は

」
を
「定

時
制
課
程
普
通
科
は
、

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
工
業
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、

別
表
の
⚔
の
表
山
口
県
立
岩
国
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
27」
を
「
22」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
田

布
施
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
38」
を
「
46」
に
、
「

８

」
を
「

16」
に
改
め
、
同
表
山
口

県
立
周
南
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
25」
を
「
28」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
徳
山
総
合
支
援
学
校
の

項
中
「
41」
を
「
30」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
42」
を
「
38」
に
改

め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
南
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
35」
を
「
33」
に
、
「
16」
を
「
24」
に
改

め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
33」
を
「
36」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
南

総
合
支
援
学
校
の
項
及
び
山
口
県
立
萩
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
30」
を
「
22」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
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